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「かわまちづくり」とは

「かわまちづくり」とは、地域が持つ景観、歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ
「知恵」を活かし、地域活性化や観光振興などを目的に、市町村や民間事業者、地域住民等と河川管理者が
各々の取組みを連携することにより、「河川空間」と「まち空間」が融合した良好な空間を形成し、河川空
間を活かして地域の賑わい創出を目指す取組です。

かわまちづくりによる実現可能な取組イメージ
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かわまちづくり支援制度

「かわまちづくり」支援制度とは、地域の「かわまちづくり」の取組を河川管理者が支援する制度です。

推進主体は「かわまちづくり計画」を河川管理者と共同で作成し、河川管理者は支援制度に登録された当該
計画に基づき、必要なソフト施策・ハード施策の支援を行います。（ハード施策は概ね５年間で集中的に実施します。）
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かわまちづくり計画登録までの流れ
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（参考）

令和５年度「かわまちづくり計画」の募集開始！～河川空間を活用した地域の賑わい創出を支援します～
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000205.html

新たな『水辺を活かしたまちづくり』が始動～全国１２か所の「かわまちづくり」計画を新規登録！～
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000214.html

8月ごろ

8月ごろ

7月ごろ

６月ごろ

4月ごろ

8月ごろ 8月ごろ

例年「かわまちづくり計画」の募集は４月頃に開始され、国土交通省での審査を経て、8月頃に登録されます。

千歳市＋千歳川河川事務所 北海道開発局 国土交通省



「かわまちづくり計画」に定める内容
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かわまちづくり支援制度の登録申請には、決められた様式に従って「かわまちづくり計画書」を作成する
必要があります。

項目 記載内容

（１）水辺とまちづくりに関する
基本方針、地域活性化や
賑わいあるまちづくりに
資する定量的目標

・地域における課題、必要性
・市町村の地域計画や沿川地域のまちづくりの中での河川の位置づけ
・地域活性化や賑わいあるまちづくりに対する市町村や民間事業者の
考え方

・地域活性化や賑わいあるまちづくりに資する定量的目標

（２）支援事業の内容
（ソフト施策、ハード施策）

・ソフト施策の個別施策計画
→水辺空間をどのように利活用し、地域活性化に繋げていくのか具体的
なプランを記載

・ハード施策の個別整備計画
→ソフト施策を実現していくために必要となるハード整備のプランを
記載

（３）推進体制 ・検討会、運営組織等の体制
・地域活性化や賑わいあるまちづくりに資する多様な関係者との連携・
取組内容

（４）準則２２による都市・地域
再生等利用区域の指定に
関する取組

・都市・地域再生等利用区域の指定に向けた、公募や河川敷地の利用
調整に関する会の取組み等

（５）維持管理計画 ・賑わいの継続に向けた取組
・地域の関係者と河川管理者との役割分担

（６）その他特筆すべき事項 ・地域、河川の特徴に応じて必要な事項



都市・地域再生等利用区域の指定（河川空間のオープン化）
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河川敷地の占用は、原則として公的主体（地方公共団体等）に限られており、営業活動を行うことはできませんで

したが、「河川空間を積極的に活用したい」という要望の高まりを受け、平成２３年に河川敷地占用許可準則を改正

し、一定の要件を満たす場合には、特例として民間事業者等も営業活動を行うことができるようになりました。

これを「河川空間のオープン化」といいます。

地域のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を促進するため、河川管理者、地方公共団体等で構成する協議会の

活用などにより、地域の合意を図った上で、河川管理者が都市・地域再生等利用区域、占用施設、占用主体をあら

かじめ指定します。

占用許可を受けた営業活動を行う事業者等は、河川敷地にイベント施設やオープンカフェ、キャンプ場等を設置

することが可能になります。



河川空間のオープン化の事例
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【当該都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受
けることができる施設】
一広場
二イベント施設
三遊歩道
四船着場
五船舶係留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む。)
六前各号に掲げる施設と一体をなす飲食店、売店、オープ

ンカフェ、広告板、広告柱、照明・音響施設、キャンプ場、
バーベキュー場、切符売場、案内所、船舶修理場等
七日よけ
八船上食事施設
九突出看板
十川床
十一その他都市及び地域の再生等のために利用する施設
(これと一体をなす第六号に掲げる施設を含む。)


